
開催セミナーのご案内  

●消費税改正セミナー●  ・・ 軽減税率導入等の直前対策ポイント・・ 

軽減税率やインボイス制度について、税率アップのポイントと直前対策を解説します。 

平成 3１年 6 月 27 日(木)   会場：パートナーズ PLAZA 内   時間 15：30～17：00    

受講料：無料   お問い合わせ：0258-36-2685 

※内容のご質問等については、TEL 0258-35-4320  担当 砂山 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

 

＜法務＞ 

改正⺠法 「個⼈根保証⼈の保護」 
2020 年４⽉１⽇施⾏ 

 
 「個⼈に対しては、無限に、 

未払賃料等に関する保証債務を請求できない。」 
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現在 
上限額(極度額)︓上限なし 

改正後 
上限額(極度額)︓上限あり 

(記載が必要)  

２０２０年４月１日から，改正民法が施行されます。

改正民法では，「個人根保証契約は、・・・極度額を定めなければ、その効力を生じない」（４６５条の２，２項）と規定されています。

個人根保証契約は，貸金，不動産賃貸借，継続的売買等，複数の取引を継続的に行う類型で使用されます。従来から，個人根保証契約は，個人である，保証人の保証の範囲が不明確であり，酷であると，批判されていました。

そこで，今回の法改正において，極度額の定めのない，個人に対する，根保証契約は，無効とされることになりました。特に，不動産賃貸業を営む方に，重要な改正となりますので，ご注意ください。




